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平成26年１月28日 最高裁第三小法廷判決  

「一般廃棄物処理業許可取消等、損害賠償請求事件」判決理由抜粋 

 

① 「一般廃棄物処理業は，市町村の住民の生活に必要不可欠な公共性の高い事

業であり，その遂行に支障が生じた場合には，市町村の区域の衛生や環境が

悪化する事態を招来し，ひいては一定の範囲で市町村の住民の健康や生活環

境に被害や影響が及ぶ危険が生じ得るものであって，その適正な運営が継続

的かつ安定的に確保される必要がある上，一般廃棄物は人口等に応じておお

むねその発生量が想定され，その業務量には一定の限界がある。廃棄物処理

法が，業務量の見込みに応じた計画的な処理による適正な事業の遂行の確保

についての統括的な責任を市町村に負わせているのは，このような事業の遂

行に支障を生じさせないためである。」 

 

② 「市町村長が一般廃棄物処理業の許可を与え得るのは，当該市町村による一

般廃棄物の処理が困難である場合に限られており，これは，一般廃棄物の処

理が本来的には市町村がその責任において自ら実施すべき事業であるため，

その処理能力の限界等のために市町村以外の者に行わせる必要がある場合

に初めてその事業の許可を与え得るとされたものであると解されること，上

記のとおり一定の区域内の一般廃棄物の発生量に応じた需給状況の下にお

ける適正な処理が求められること等からすれば，廃棄物処理法において，一

般廃棄物処理業は，専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付け

られていないものといえる。」 

 

③ 「市町村長から、一定の区域につき既に一般廃棄物処理業の許可又はその更

新を受けている者がある場合に、当該区域を対象として他の者に対してされ

た一般廃棄物処理業の許可又はその更新が、当該区域における需給の均衡及

びその変動による既存の許可業者の事業への影響についての適切な考慮を

欠くものであるならば、許可業者の濫立により需給の均衡が損なわれ、その

経営が悪化して事業の適正な運営が害され、これにより当該区域の住民の健

康や生活環境に被害や影響が及ぶ危険が生じ得るものといえる。」 
 

④ 「一般廃棄物処理計画との適合性等に係る許可要件に関する市町村長の判

断に当たっては、その申請に係る区域における一般廃棄物処理業の適正な運

営が継続的かつ安定的に確保されるように、当該区域における需給の均衡及

びその変動による既存の許可業者の事業への影響を適切に考慮することが

求められるものというべきである。」 
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⑤ 「市町村長から一定の区域につき既に廃棄物処理法第７条に基づく一般廃

棄棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可又はその更新を受けている

者は、当該区域を対象として他の者に対してされた一般廃棄物収集運搬業又

は一般廃棄物処分業の許可処分又は許可更新処分について、その取消しを求

めるにつき法律上の利益を有する者として、その取消訴訟における原告適格

を有する。」 
 


